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(57)【要約】
【課題】ガラスチョップドストランドの分布が偏る事態
を可及的に防止して、軽量化と高強度化を共に達成する
ことのできるチョップドストランドマットとその製造方
法及び製造装置、ガラスチョップドストランド梱包体、
並びに自動車用内装材を提供する。
【解決手段】本発明に係るチョップドストランドマット
２は、多数のガラスチョップドストランド１が互いに固
着してなるもので、ガラスチョップドストランド１は、
第一のガラスチョップドストランド１ａと、第一のガラ
スチョップドストランド１ａの１．８倍以上でかつ２．
２倍以下の長手寸法Ｌ２を有する第二のガラスチョップ
ドストランド１ｂとを有する。チョップドストランドマ
ット２からガラスチョップドストランド１を１００本以
上含む任意のサイズのマット片を切り出した場合に、こ
のマット片に、第二のガラスチョップドストランド１ｂ
がガラスチョップドストランド１の１００本に対して１
本以上でかつ５本以下の割合で含まれる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のガラスチョップドストランドが互いに固着してなるチョップドストランドマット
であって、
　前記ガラスチョップドストランドは、第一のガラスチョップドストランドと、前記第一
のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第
二のガラスチョップドストランドとを有するもので、
　前記チョップドストランドマットから前記ガラスチョップドストランドを１００本以上
含む任意のサイズのマット片を切り出した場合に、このマット片に、前記第二のガラスチ
ョップドストランドが前記ガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上でかつ
５本以下の割合で含まれることを特徴とするチョップドストランドマット。
【請求項２】
　前記マット片に、前記第一のガラスチョップドストランドが前記ガラスチョップドスト
ランド１００本に対して９５本以上でかつ９９本以下の割合で含まれる請求項１に記載の
チョップドストランドマット。
【請求項３】
　前記マット片に、前記第二のガラスチョップドストランドが前記ガラスチョップドスト
ランド１００本に対して２本以上でかつ４本以下の割合で含まれる請求項１に記載のチョ
ップドストランドマット。
【請求項４】
　前記マット片に、前記第一のガラスチョップドストランドが前記ガラスチョップドスト
ランド１００本に対して９６本以上でかつ９８本以下の割合で含まれる請求項３に記載の
チョップドストランドマット。
【請求項５】
　前記第一のガラスチョップドストランドの長手寸法が３．０ｃｍ以上でかつ８．０ｃｍ
以下である請求項１～４の何れかに記載のチョップドストランドマット。
【請求項６】
　目付け量が５０ｇ／ｍ2以上でかつ２００ｇ／ｍ2以下である請求項１～５の何れかに記
載のチョップドストランドマット。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載のチョップドストランドマットと、シート状の基材とを備
え、前記シート状の基材の少なくとも一方の表面に前記チョップドストランドマットを固
定してなる繊維強化複合材。
【請求項８】
　請求項１～６の何れに記載のチョップドストランドマットと、発泡樹脂シートとを備え
、前記発泡樹脂シートの少なくとも一方の表面に前記チョップドストランドマットを貼り
合わせてなる自動車用内装材。
【請求項９】
　ガラスチョップドストランドをシート状に堆積させる堆積工程と、前記ガラスチョップ
ドストランドのシート状堆積物に結合剤を散布して加熱した後、前記結合剤を冷却固化す
ることによって前記シート状堆積物の前記ガラスチョップドストランドを相互に固着させ
て、チョップドストランドマットを得る成形工程とを備えたチョップドストランドマット
の製造方法であって、
　前記ガラスチョップドストランドは、第一のガラスチョップドストランドと、前記第一
のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第
二のガラスチョップドストランドとを有するもので、
　前記堆積工程において、前記シート状堆積物から前記ガラスチョップドストランドを１
００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、前記第二
のガラスチョップドストランドが前記ガラスチョップドストランド１００本に対して１本
以上でかつ５本以下の割合で含まれるように、前記第一のガラスチョップドストランド及
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び前記第二のガラスチョップドストランドを堆積させることを特徴とするチョップドスト
ランドマットの製造方法。
【請求項１０】
　前記堆積工程は、連続的に引き出されるガラスストランドを切断して、前記第一のガラ
スチョップドストランドを得ると共に、前記第一のガラスチョップドストランドをコンベ
ア上に堆積させる第一切断堆積工程と、
　前記ガラスストランドを切断して、前記第二のガラスチョップドストランドを得ると共
に、前記第二のガラスチョップドストランドを前記コンベア上に堆積させる第二切断堆積
工程とを有し、
　前記第一切断堆積工程と前記第二切断堆積工程とが、前記コンベアによる前記ガラスチ
ョップドストランドの搬送方向で互いに異なる位置に配設されている請求項９に記載のチ
ョップドストランドマットの製造方法。
【請求項１１】
　前記第一切断堆積工程において、複数の切断刃を外周面に等間隔に設けた第一のカッタ
ーローラによって前記ガラスストランドを切断し、
　前記第二切断堆積工程において、前記第一のカッターローラよりも広い間隔で複数の切
断刃を外周面に設けた第二のカッターローラによって前記ガラスストランドを切断する請
求項１０に記載のチョップドストランドマットの製造方法。
【請求項１２】
　前記堆積工程は、前記ガラスストランドを、複数の切断刃を外周面に等間隔に設けた第
三のカッターローラによって切断して、前記ガラスチョップドストランドを得ると共に、
前記ガラスチョップドストランドをコンベア上に堆積させる第三切断堆積工程を有し、
　前記第三のカッターローララに設けた前記複数の切断刃のうち少なくとも一つの前記切
断刃を、残りの前記切断刃よりもその長手方向に短い短切断刃とし、
　前記第三切断堆積工程において、前記ガラスストランドを前記第三のカッターローラに
対してその回転軸方向にスライドさせることで、前記短切断刃による前記ガラスストラン
ドの切断の有無を切り替える請求項９に記載のチョップドストランドマットの製造方法。
【請求項１３】
　複数の切断刃を外周面に設けたカッターローラと、
　前記カッターローラの下方に配設され、前記カッターローラでガラスストランドを切断
して得たガラスチョップドストランドをシート状に堆積させるコンベアと、
　前記コンベア上に堆積した前記ガラスチョップドストランドのシート状堆積物に結合剤
を散布する散布装置と、
　前記結合剤を散布した前記シート状堆積物を加熱する加熱装置と、
　前記加熱装置で加熱した前記シート状堆積物を冷却並びに圧延する冷却圧延装置とを備
えたチョップドストランドマットの製造装置であって、
　前記ガラスチョップドストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、前記第一
のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第
二のガラスチョップドストランドとを有するもので、
　前記シート状堆積物から前記ガラスチョップドストランドを１００本以上含む任意のサ
イズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、前記第二のガラスチョップドスト
ランドが前記ガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上でかつ５本以下の割
合で含まれることを特徴とするチョップドストランドマットの製造装置。
【請求項１４】
　ガラスチョップドストランドの集合体が梱包体によって梱包されてなるガラスチョップ
ドストランド梱包体であって、
　前記ガラスチョップドストランドは、第一のガラスチョップドストランドと、該第一の
ガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第二
のガラスチョップドストランドとを有するもので、
　前記ガラスチョップドストランドの集合体から前記ガラスチョップドストランドを１０
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０本以上含む任意のサイズの小集合体を取り出した場合に、この小集合体に、前記第二の
ガラスチョップドストランドが前記ガラスチョップドストランド１００本に対して１本以
上でかつ５本以下の割合で含まれることを特徴とするチョップドストランドマット梱包体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チョップドストランドマットとその製造方法及び製造装置、チョップドスト
ランドマット梱包体、並びに自動車用天井材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車用天井材などの繊維強化複合材の構成材料としてチョップドストランドマ
ットが用いられている。チョップドストランドマットは、結合剤等によって多数のガラス
チョップドストランドを互いに固着してなるものであり、例えば以下のような工程を経て
製造される。
【０００３】
　まず、均質な状態に熔融された所定組成の熔融ガラスを複数のノズルから連続的に引き
出すことでガラスフィラメントを得る。次いで、ガラスフィラメントの表面に集束剤を塗
布し、集束させることで、所定太さのガラスストランドを得る。然る後、このガラススト
ランドを所定の長手寸法（ストランド長とも称される）に切断し、切断して得たガラスチ
ョップドストランドをシート状に堆積させる。そして、堆積したシート状のガラスチョッ
プドストランドに結合剤を散布して加熱した後、冷却及び圧延等を施すことにより、多数
のガラスチョップドストランドが無秩序に配向し、かつ結合剤を介して互いに固着してな
るチョップドストランドマットが得られる。
【０００４】
　上述した自動車用天井材等の用途にあっては、チョップドストランドマットは軽量かつ
高強度であることが望ましい。しかしながら、チョップドストランドマットの単位面積当
たりの重量（いわゆる目付け量）を小さくしようとすると、その分チョップドストランド
マットを薄肉化する必要が生じる。この種のマットは薄くなるほどガラスチョップドスト
ランド同士の絡み合いが少なくなり易いため、結果として高い強度を得ることが難しい。
【０００５】
　上記問題を解決するべく、例えば特許文献１には、互いに長手寸法の異なるガラスチョ
ップドストランドを混在させることで、チョップドストランドマットの目付け量を小さく
しつつも、強度（引張り強さ）の確保を図る手段が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－９３５４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したチョップドストランドマットの製造工程にあっては、最終的に得られるチョッ
プドストランドマットの厚みや強度等をなるべく一定にするため、予めガラスチョップド
ストランドを均等に分散した状態で堆積させる必要がある。しかしながら、特許文献１に
記載のように、実際に、長手寸法の互いに異なるガラスチョップドストランドを混在させ
てシート状に堆積する場合には、ガラスチョップドストランドの分布が偏る傾向が強い。
すなわち、相対的に長手寸法の大きいガラスチョップドストランドを相対的に長手寸法の
小さいガラスチョップドストランド中に均等に分散させた状態を安定的に再現することが
難しい。そのため、最終的に得られるチョップドストランドマットにおいて、ガラスチョ
ップドストランドが相対的に疎となる部分の強度が相対的に密となる部分の強度に比べて
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大幅に低下するおそれがある。従って、特許文献１に記載の手段では依然として軽量化と
高強度化を両立させるには不十分であった。
【０００８】
　上記の問題は、何も自動車用天井材にチョップドストランドマットを適用する場合に限
ったことではなく、他の用途の繊維強化複合材にチョップドストランドマットを適用する
場合にも同様に起こり得る。
【０００９】
　さらにいえば、シート状に堆積したガラスチョップドストランドを次工程に搬送し、又
はマット状に成形するために一旦梱包体で梱包した場合においても、ガラスチョップドス
トランド同士が現状の形態を維持しようとする力が弱いと、均等かつ無秩序に分散した状
態が崩れるおそれが高まるため、好ましくない。
【００１０】
　以上の事情に鑑み、本明細書では、ガラスチョップドストランドの分布が偏る事態を可
及的に防止して、軽量化と高強度化を共に達成することのできるチョップドストランドマ
ットとその製造方法及び製造装置、ガラスチョップドストランド梱包体、並びに自動車用
内装材を提供することを、本発明により解決すべき技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題の解決は、本発明に係るチョップドストランドマットにより達成される。すな
わち、このマットは、多数のガラスチョップドストランドが互いに固着してなるチョップ
ドストランドマットであって、ガラスチョップドストランドは、第一のガラスチョップド
ストランドと、第一のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の
長手寸法を有する第二のガラスチョップドストランドとを有するもので、チョップドスト
ランドマットからガラスチョップドストランドを１００本以上含む任意のサイズのマット
片を切り出した場合に、このマット片に、第二のガラスチョップドストランドがガラスチ
ョップドストランド１００本に対して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれる点をもっ
て特徴付けられる。
【００１２】
　本発明者らが、ガラスチョップドストランドの長手寸法と、その強度及び分散性との関
係についての研究を行った結果、互いに長手寸法の異なる二種類のガラスチョップドスト
ランドを混在させ、かつ相対的に長手寸法の大きい方のガラスチョップドストランドの含
有割合を一定の範囲までに留めることで、分散性が良好で、かつ長手寸法の大きい方のガ
ラスチョップドストランドが有する強度を十分に発揮可能となることを見出した。すなわ
ち、チョップドストランドマットの強度向上には、当該マットを構成するガラスチョップ
ドストランドの長寸法化が有効であることは既にわかっていたが、長手寸法が相対的に大
きいチョップドストランドの含有割合を多くすると、ガラスチョップドストランドをシー
ト状に堆積させる際、均等に分散させることが難しくなる。そのため、分散状態に起因し
て低強度領域が部分的に生じ、結果としてチョップドストランドマットの強度低下を招い
ていた。この点、本発明者らは、相対的に長手寸法の小さいガラスチョップドストランド
（第一のガラスチョップドストランド）に対する、長手寸法の大きいガラスチョップドス
トランド（第二のガラスチョップドストランド）の長手寸法比率を適正な範囲に設定する
と共に、その含有割合を従来よりも低く抑えることで、双方のガラスチョップドストラン
ドの分散状態が改善され、チョップドストランドマットとしての強度向上が達成されるこ
とを知得するに至った。
【００１３】
　本発明は、以上の知見に基づきなされたもので、チョップドストランドマットを構成す
るガラスチョップドストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、第一のガラス
チョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第二のガラ
スチョップドストランドとを有するものとした。また、チョップドストランドマットから
ガラスチョップドストランドを１００本以上含む任意のサイズのマット片を切り出した場
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合に、このマット片に、第二のガラスチョップドストランドがガラスチョップドストラン
ド１００本に対して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれるようにした。第二のガラス
チョップドストランドの長手寸法が第一のガラスチョップドストランドの長手寸法の１．
８倍未満だと、第二のガラスチョップドストランドによる補強効果を十分に得ることがで
きない。また、２．２倍を超えると、たとえ上述のように第二のガラスチョップドストラ
ンドの含有割合を低く抑えていたとしても、分散性が良好でないため好ましくない。一方
、第二のガラスチョップドストランドの上記含有割合が１本未満になると、相対的に短い
ガラスチョップドストランドが疎となる領域を相対的に長いガラスチョップドストランド
がカバーする効果が見込めず、また５本を超えると、たとえ第二のガラスチョップドスト
ランドの長手寸法比の上限を上述のように規定していたとしても、分散性の悪化を免れ得
ない。そのため、例えば引張り強度の分布が大きくばらつき、チョップドストランドマッ
トの引き出し時にちぎれ（断裂）などを生じるおそれが高まる。以上の理由より、上述の
範囲に第二のガラスチョップドストランドの長手寸法比率及び含有割合を設定することで
、良好な分散効果と、相対的に長手寸法の大きい第二のガラスチョップドストランドが有
する補強効果を共に享受することができる。従って、薄肉化により軽量化を図りつつも、
所要の強度（引張り強さ）を安定的に発揮することのできるチョップドストランドマット
を提供することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットは、マット片に、第一のガラスチョッ
プドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して９５本以上でかつ９９本
以下の割合で含まれるものであってもよい。
【００１５】
　このように、第二のチョップドストランドだけでなく、第一のチョップドストランドの
含有割合についても適正な範囲を設定することで、相対的に短いほうの第一のガラスチョ
ップドストランドが有する補強効果を確実に享受することができる。従って、チョップド
ストランドマットの軽量化と高強度化をより安定的に再現することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットは、マット片に、第二のガラスチョッ
プドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して２本以上でかつ４本以下
の割合で含まれるものであってもよい。
【００１７】
　このように、第二のガラスチョップドストランドの含有割合をさらに適正な範囲に設定
することで、相対的に長手寸法の大きい第二のガラスチョップドストランドをより均等に
分散させることができる。また、相対的に長手寸法の大きい第二のガラスチョップドスト
ランドの含有割合（本数比率）を上述の範囲に限定することで、相対的に長手寸法の小さ
い第一のガラスチョップドストランドの分散状態にも悪影響を及ぼす事態をより確実に防
止することができる。従って、長短双方のガラスチョップドストランドの分散状態をより
良好なものとして、強度的なばらつきがなく優れた引張り強さを安定的に発揮することの
できるチョップドストランドマットを提供することが可能となる。
【００１８】
　また、この場合、本発明に係るチョップドストランドマットは、マット片に、第一のガ
ラスチョップドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して９６本以上で
かつ９８本以下の割合で含まれるものであってもよい。
【００１９】
　このように、第一のチョップドストランドの含有割合についてもより適正な範囲に設定
することで、相対的に短いほうの第一のガラスチョップドストランドが有する補強効果を
より確実に享受することができる。従って、チョップドストランドマットの軽量化と高強
度化をより一層高いレベルで安定的に再現することが可能となる。
【００２０】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットは、第一のガラスチョップドストラン
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ドの長手寸法が３．０ｃｍ以上でかつ８．０ｃｍ以下であるものであってもよい。
【００２１】
　チョップドストランドマットの実際上の提供形態（サイズ、厚みなど）を考慮した場合
、第一のガラスチョップドストランドを上述の範囲に設定するのがよい。このように各ガ
ラスチョップドストランドの長手寸法を設定することで、想定される用途に幅広く対応可
能な重量としつつも十分な引張り強さを発揮することが可能となる。
【００２２】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットは、目付け量が５０ｇ／ｍ2以上でか
つ２００ｇ／ｍ2以下であるものであってもよい。
【００２３】
　目付け量が５０ｇ／ｍ2に満たない場合、ガラスチョップドストランド同士の絡み合い
及び固着の箇所が不足するために、十分な大きさの引張り強さを得ることが難しい。一方
、目付け量が２００ｇ／ｍ2を超える場合、チョップドストランドマットを備えた繊維強
化複合材の重量が過大となるため、その用途（自動車用天井材など）によっては、強度以
外に必要とされる特性（自動車全体の軽量化、燃費向上）を満たさないおそれが生じる。
よって、長短双方のガラスチョップドストランドの長手寸法比率及び含有割合を上述の範
囲に設定し、かつ目付け量を上述の範囲に設定することで、軽量でかつ引張り強さにも優
れると共に、汎用性も兼ね備えたチョップドストランドマットを提供することが可能とな
る。
【００２４】
　また、以上の説明に係るチョップドストランドマットは、上述の通り、軽量化と高強度
化を共に達成し得るものであるから、例えば上記チョップドストランドマットと、シート
状の基材とを備え、シート状の基材の少なくとも一方の表面にチョップドストランドマッ
トを固定してなる繊維強化複合材として好適に提供することが可能である。
【００２５】
　あるいは、以上の説明に係るチョップドストランドマットは、上述の通り、軽量化と高
強度化を共に達成し得るものであるから、例えば上記チョップドストランドマットと、発
泡樹脂シートとを備え、発泡樹脂シートの少なくとも一方の表面にチョップドストランド
マットを貼り合わせてなる自動車用内装材として好適に提供することが可能である。
【００２６】
　また、前記課題の解決は、本発明に係るチョップドストランドマットの製造方法によっ
ても達成される。すなわち、この製造方法は、ガラスチョップドストランドをシート状に
堆積させる堆積工程と、ガラスチョップドストランドのシート状堆積物に結合剤を散布し
て加熱した後、結合剤を冷却固化することによってシート状堆積物のガラスチョップドス
トランドを相互に固着させて、チョップドストランドマットを得る成形工程とを備えたチ
ョップドストランドマットの製造方法であって、ガラスチョップドストランドは、第一の
ガラスチョップドストランドと、第一のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でか
つ２．２倍以下の長手寸法を有する第二のガラスチョップドストランドとを有するもので
、堆積工程において、シート状堆積物からガラスチョップドストランドを１００本以上含
む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、第二のガラスチョップ
ドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上でかつ５本以下の
割合で含まれるように、第一のガラスチョップドストランド及び第二のガラスチョップド
ストランドを堆積させる点をもって特徴付けられる。
【００２７】
　このように、本発明に係る製造方法では、シート状に堆積させるべきガラスチョップド
ストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、第一のガラスチョップドストラン
ドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第二のガラスチョップドストラ
ンドとを有するものとした。また、シート状堆積物からガラスチョップドストランドを１
００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、第二のガ
ラスチョップドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上でか
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つ５本以下の割合で含まれるように、第一のガラスチョップドストランド及び第二のガラ
スチョップドストランドを堆積させるようにした。上述のように第二のガラスチョップド
ストランドの長手寸法比率及び含有割合を設定することで、本発明に係るチョップドスト
ランドマットと同様、良好な分散効果と、相対的に長手寸法の大きい第二のガラスチョッ
プドストランドが有する補強効果を共に享受することができる。従って、薄肉化により軽
量化を図りつつも、所要の強度（引張り強さ）を安定的に発揮することのできるチョップ
ドストランドマットを製造することが可能となる。
【００２８】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットの製造方法は、堆積工程が、連続的に
引き出されるガラスストランドを切断して、第一のガラスチョップドストランドを得ると
共に、第一のガラスチョップドストランドをコンベア上に堆積させる第一切断堆積工程と
、ガラスストランドを切断して、第二のガラスチョップドストランドを得ると共に、第二
のガラスチョップドストランドをコンベア上に堆積させる第二切断堆積工程とを有し、第
一切断堆積工程と第二切断堆積工程とが、コンベアによるガラスチョップドストランドの
搬送方向で互いに異なる位置に配設されているものであってもよい。
【００２９】
　このように、互いに長手寸法の異なる第一のガラスチョップドストランドと第二のガラ
スチョップドストランドの取得及びコンベア上への堆積をそれぞれ別個の切断堆積工程で
実施し、かつこれら別個の切断堆積工程をコンベアによる搬送方向で互いに異なる位置に
配設することで、比較的容易に各ガラスチョップドストランドのコンベア上への供給割合
を設定することができる。よって、シート状のガラスチョップドストランドにおける、第
一及び第二のガラスチョップドストランドの含有割合を容易に設定でき、軽量かつ高強度
なチョップドストランドマットを製造することが可能となる。
【００３０】
　また、この場合、本発明に係るチョップドストランドマットの製造方法は、第一切断堆
積工程において、複数の切断刃を外周面に等間隔に設けた第一のカッターローラによって
ガラスストランドを切断し、第二切断堆積工程において、第一のカッターローラよりも広
い間隔で複数の切断刃を外周面に設けた第二のカッターローラによってガラスストランド
を切断するものであってもよい。
【００３１】
　各切断堆積工程に設置するカッターローラの刃構造を上述のように構成することで、カ
ッターローラの回転速度（ガラスストランドの引き込み速度）を同一に揃えつつも、第一
のガラスチョップドストランドの長手寸法に対する第二のガラスチョップドストランドの
長手寸法の比率を正確に設定することができる。よって、双方のガラスチョップドストラ
ンドの長手寸法及びその比率を高精度かつ安定的に設定することが可能となる。
【００３２】
　また、本発明に係るチョップドストランドマットの製造方法は、堆積工程が、ガラスス
トランドを、複数の切断刃を外周面に等間隔に設けた第三のカッターローラによって切断
して、ガラスチョップドストランドを得ると共に、ガラスチョップドストランドをコンベ
ア上に堆積させる第三切断堆積工程を有し、第三のカッターローラに設けた複数の切断刃
のうち少なくとも一つの切断刃を、残りの切断刃よりもその長手方向に短い短切断刃とし
、第三切断堆積工程において、ガラスストランドを第三のカッターローラに対してその回
転軸方向にスライドさせることで、短切断刃によるガラスストランドの切断の有無を切り
替えるものであってもよい。なお、ガラスストランドを第三のカッターローラの短切断刃
の長手方向にスライドさせる動作には、第三のカッターローラをその回転軸方向に固定と
し、切断対象となるガラスストランドを第三のカッターローラの回転軸方向にスライドさ
せる動作だけでなく、ガラスストランドを第三のカッターローラの回転軸方向に固定し、
第三のカッターローラをその回転軸方向にスライドさせる動作が含まれるものとする。
【００３３】
　上述のようにカッターローラの切断刃を構成すれば、ガラスストランドのスライド速度
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及び位置と、コンベアの搬送速度とを適切に設定するだけで、長手寸法の比率を正確に設
定した長短双方のガラスチョップドストランドを同一の切断堆積工程で得ることができる
。よって、切断堆積工程ごとに切断及び堆積させるガラスチョップドストランドの長手寸
法を固定するよりも、切断堆積工程の数（ひいてはカッターローラの数）を減らすことが
でき、設備スペース及びコストの削減につながる。
【００３４】
　また、前記課題の解決は、本発明に係るチョップドストランドマットの製造装置によっ
ても達成される。すなわち、この製造装置は、複数の切断刃を外周面に設けたカッターロ
ーラと、カッターローラの下方に配設され、カッターローラでガラスストランドを切断し
て得たガラスチョップドストランドをシート状に堆積させるコンベアと、コンベア上に堆
積したガラスチョップドストランドのシート状堆積物に結合剤を散布する散布装置と、結
合剤を散布したシート状堆積物を加熱する加熱装置と、加熱装置で加熱したシート状堆積
物を冷却並びに圧延する冷却圧延装置とを備えたチョップドストランドマットの製造装置
であって、ガラスチョップドストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、第一
のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第
二のガラスチョップドストランドとを有するもので、シート状堆積物からガラスチョップ
ドストランドを１００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシー
ト片に、第二のガラスチョップドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対
して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれる点をもって特徴付けられる。
【００３５】
　このように、本発明に係る製造装置では、シート状に堆積させるべきガラスチョップド
ストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、第一のガラスチョップドストラン
ドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第二のガラスチョップドストラ
ンドとを有するものとした。また、シート状堆積物からガラスチョップドストランドを１
００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、第二のガ
ラスチョップドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上でか
つ５本以下の割合で含まれるようにした。上述のように第二のガラスチョップドストラン
ドの長手寸法比率及び含有割合を設定することで、本発明に係るチョップドストランドマ
ットとその製造方法と同様、良好な分散効果と、相対的に長手寸法の大きい第二のガラス
チョップドストランドが有する補強効果を共に享受することができる。従って、薄肉化に
より軽量化を図りつつも、所要の強度（引張り強さ）を安定的に発揮することのできるチ
ョップドストランドマットを製造することが可能となる。
【００３６】
　また、前記課題の解決は、本発明に係るチョップドストランド梱包体によっても達成さ
れる。すなわち、この梱包体は、ガラスチョップドストランドの集合体が梱包体によって
梱包されてなるガラスチョップドストランド梱包体であって、ガラスチョップドストラン
ドは、第一のガラスチョップドストランドと、第一のガラスチョップドストランドの１．
８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有する第二のガラスチョップドストランドとを
有するもので、ガラスチョップドストランドの集合体からガラスチョップドストランドを
１００本以上含む任意のサイズの小集合体を取り出した場合に、この小集合体に、第二の
ガラスチョップドストランドがガラスチョップドストランド１００本に対して１本以上で
かつ５本以下の割合で含まれる点をもって特徴付けられる。
【００３７】
　このように、本発明に係るチョップドストランド梱包体では、梱包体によってその集合
体が梱包されるガラスチョップドストランドが、第一のガラスチョップドストランドと、
第一のガラスチョップドストランドの１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法を有す
る第二のガラスチョップドストランドとを有するものとした。また、ガラスチョップドス
トランドの集合体からガラスチョップドストランドを１００本以上含む任意のサイズの小
集合体を取り出した場合に、この小集合体に、第二のガラスチョップドストランドがガラ
スチョップドストランド１００本に対して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれるよう
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にした。上述のように第二のガラスチョップドストランドの長手寸法比率及び含有割合を
設定することで、これらガラスチョップドストランドの集合体からチョップドストランド
マットを製造した場合に、本発明に係るチョップドストランドマットとその製造方法及び
製造装置と同様、良好な分散効果と、相対的に長手寸法の大きいガラスチョップドストラ
ンドが有する補強効果を共に享受することができる。従って、薄肉化により軽量化を図り
つつも、所要の強度（引張り強さ）を安定的に発揮することのできるチョップドストラン
ドマットを提供することが可能となる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上に述べたように、本発明によれば、ガラスチョップドストランドの分布が偏る事態
を可及的に防止して、チョップドストランドマットの軽量化と高強度化を共に達成するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第一実施形態に係るガラスチョップドストランドの製造装置の斜視図で
ある。
【図２】図１に示す製造装置の要部側面図である。
【図３】図１に示す製造装置で製造されたチョップドストランドマットの要部拡大平面図
である。
【図４】本発明の第二実施形態に係るチョップドストランドマットの製造装置の要部斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明に係るチョップドストランドマットとその製造方法及び製造装置の第一実
施形態を、図１～図３を参照して説明する。
【００４１】
　本実施形態に係るチョップドストランドマットの製造方法は、図１に示すように、ガラ
スチョップドストランド１をシート状に堆積させる堆積工程Ｓ１と、シート状に堆積した
ガラスチョップドストランド１をマット状に成形して、チョップドストランドマット２を
得る成形工程Ｓ２とを備える。ここで、堆積工程Ｓ１は、第一切断堆積工程Ｓ１１と、第
二切断堆積工程Ｓ１２とを有し、成形工程Ｓ２は、シート状に堆積してなるガラスチョッ
プドストランド１のシート状堆積物３に結合剤４を散布する散布工程Ｓ２１と、結合剤４
が散布されたシート状堆積物３を加熱する加熱工程Ｓ２２、及び加熱したシート状堆積物
３を冷却すると共に圧延する冷却圧延工程Ｓ２３とを有する。
【００４２】
　また、この際に用いられるチョップドストランドの製造装置１０は、例えば図１に示す
ように、ケーキ５から連続的に引き出されるガラスストランド６を切断する複数の切断装
置１１，１２と、各切断装置１１，１２でガラスストランド６を切断して得たガラスチョ
ップドストランド１をシート状に堆積させた状態で所定の方向ａに搬送するコンベア（第
一コンベア１３～第三コンベア１５）と、ガラスチョップドストランド１のシート状堆積
物３に結合剤４を散布する散布装置１６と、結合剤４が散布されたシート状堆積物３を加
熱する加熱装置１７と、加熱されたシート状堆積物３を冷却及び圧延する冷却圧延装置１
８とを備えるものである。以下、切断装置１１，１２を中心に製造装置１０の各要素の詳
細を説明する。
【００４３】
　複数の切断装置１１，１２は、ガラスストランド６から第一のガラスチョップドストラ
ンド１ａを得るための第一切断装置１１と、第一のガラスチョップドストランド１ａより
長手寸法の大きい第二のガラスチョップドストランド１ｂを得るための第二切断装置１２
とに区別される。
【００４４】
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　ここで、第一切断装置１１は、図２に示すように、外周面に複数の切断刃１９を設けた
第一のカッターローラ２０と、第一のカッターローラ２０と反対方向に回転するゴムロー
ラなどの弾性ローラ２１とを有する。複数の切断刃１９は、本実施形態では、第一のカッ
ターローラ２０の回転軸方向に伸びるもので（図１を参照）、円周方向に等間隔に配設さ
れている（図２を参照）。これら第一のカッターローラ２０と弾性ローラ２１とがそれぞ
れ所定の位置に配設されることで、第一のカッターローラ２０と弾性ローラ２１との間に
送り込んだガラスストランド６がケーキ５から連続的に引き出されると共に、所定の長手
寸法に切断されるようになっている。
【００４５】
　また、第二切断装置１２は、図２に示すように、外周面に複数の切断刃１９を設けた第
二のカッターローラ２２と、第二のカッターローラ２２と反対方向に回転する弾性ローラ
２１とを有する。これら第二のカッターローラ２２と弾性ローラ２１とがそれぞれ所定の
位置に配設されることで、第二のカッターローラ２２と弾性ローラ２１との間に送り込ん
だガラスストランド６がケーキ５から連続的に引き出されると共に、所定の長手寸法に切
断されるようになっている。
【００４６】
　ここで、複数の切断刃１９が、第二のカッターローラ２２の回転軸方向ｂに伸び（図１
を参照）、かつ第二のカッターローラ２２の円周方向に等間隔に配設されている（図２を
参照）点は第一のカッターローラ２０と同じである。一方、第二のカッターローラ２２に
設けられた切断刃１９の円周方向の間隔は、第一のカッターローラ２０における切断刃１
９の円周方向の間隔よりも大きい（図２を参照）。従って、第二のカッターローラ２２に
設けられる切断刃１９の数は、第一のカッターローラ２０に設けられる切断刃１９の数よ
りも多い。本実施形態では、図２に示すように、第二のカッターローラ２２に設けられた
切断刃１９の円周方向の間隔は、第一のカッターローラ２０に設けられた切断刃１９の円
周方向の間隔の二倍に設定されている。従って、第二のカッターローラ２２に設けられた
切断刃１９の数は、第一のカッターローラ２０に設けられた切断刃１９の数の二倍となっ
ている。
【００４７】
　上記構成の第一切断装置１１と第二切断装置１２は、互いに第一コンベア１３によるシ
ート状のガラスチョップドストランド１の搬送方向ａで互いに異なる位置に配設されてい
る。また、その配設数は、第一のガラスチョップドストランド１ａと第二のガラスチョッ
プドストランド１ｂとの混合比率によって適宜設定され、第一切断装置１１が第二切断装
置１２よりも多く設置される。各カッターローラ２０，２２が本実施形態に係る構造をな
す場合、例えば第一切断装置１１を９５～９９個、第二切断装置１２を１～５個設置する
形態が考えられる。あるいは第一切断装置１１を４７～４９個、第二切断装置１２を１～
４個設置する形態が考えられる。
【００４８】
　なお、ガラスチョップドストランド１（１ａ，１ｂ）の搬送方向ａにおける第一及び第
二切断装置１１，１２の配設位置は任意であり、例えば図１に示すように、堆積工程Ｓ１
の最も下流側に第二切断堆積工程Ｓ１２（第二切断装置１２）を配設してもよいし、図示
は省略するが、堆積工程Ｓ１の最も上流側に第二切断堆積工程Ｓ１２を配設してもよい。
もちろん、堆積工程Ｓ１の搬送方向ａの中央付近に第二切断堆積工程Ｓ１２を配設するこ
とも可能である。
【００４９】
　以下、本発明に係るチョップドストランドマットの製造方法の一例を説明する。
【００５０】
　まず、図示は省略するが、堆積工程Ｓ１に供給されるガラスストランド６の製造方法の
一例を説明する。最初に、予め調整したガラスの原料を熔融炉にて均質に熔融し、得られ
た均質な状態の熔融ガラスを白金製のプッシングに導入する。次いで、プッシングに設け
られた多数本のノズルから、μｍオーダー（例えば３μｍ以上でかつ３０μｍ以下、好ま
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しくは６μｍ以上でかつ２５μｍ以下）の直径を有するガラスフィラメントを連続的に引
き出して成形する。
【００５１】
　ここで、ガラスフィラメントの原料（すなわち熔融ガラスの原料）としては、ガラスフ
ィラメントとして公知のガラスが使用可能であり、例えばガラスのフィラメント化を容易
に行うことができ、かつガラスフィラメントとしての特性にも優れたＥガラス（例えばア
ルカリ成分の含有率が２．０ｗｔ％以下）が好適に使用可能である。もちろん、これ以外
の種類のガラスを使用することもでき、例えば耐アルカリ性を示すＡＲガラス、耐酸性を
有するＣガラス、低誘電率を示すＤガラス、高誘電率を示すＨガラス、高強度及び高弾性
率を示すＴガラス、高弾性率を示しベリリウムを含有するＭガラス、低誘電率及び低誘電
正接を示すＮＥガラスなどを使用することも可能である。
【００５２】
　引き出したガラスフィラメントの表面に、所定の組成（例えば固形分５０ｗｔ％のポリ
酢酸ビニルエマルジョンが６ｗｔ％、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシランが
０．３ｗｔ％、第４級アンモニウム塩が０．５ｗｔ％、イオン交換水が９３．２ｗｔ％）
に調整した集束剤を、その付着量が一定の割合（例えば０．３ｗｔ％以上でかつ０．５ｗ
ｔ％以下）となるようにガラスフィラメントに塗布する。集束剤を塗布した多数本のガラ
スフィラメントを適当な集束手段（例えばカーボン製のシュー）を用いて集束することで
、所定太さ（例えば後述するストランド番手Ｓｃ［ｔｅｘ］で示す場合、１８ｔｅｘ以上
でかつ３０ｔｅｘ以下）のガラスストランド６を得る。なお、集束剤としては、上記以外
にも、ガラスフィラメント用として公知の組成（有機成分）を有するものが使用できるこ
とはもちろんである。
【００５３】
　次いで、このガラスストランド６を、適当な巻き取り手段によりケーキ５として巻き取
ると共に、このケーキ５を必要に応じて所定時間乾燥させて、ガラスフィラメントの表面
に集束剤を定着させる。
【００５４】
　乾燥工程を終えた各ケーキ５の内周側から連続的に解舒された各ガラスストランド６を
、対応する第一切断装置１１の第一のカッターローラ２０と弾性ローラ２１との間、及び
第二切断装置１２の第二のカッターローラ２２と弾性ローラ２１との間に順次送り込む。
この際、各カッターローラ２０，２２と、弾性ローラ２１とを共に回転状態とすることで
、ガラスストランド６がケーキ５から連続的に引き出されると共に、それぞれ所定の長手
寸法に切断される。
【００５５】
　この際、第二切断装置１２によりガラスストランド６を切断して得られる第二のガラス
チョップドストランド１ｂは、その長手寸法Ｌ２が、第一切断装置１１によりガラススト
ランド６を切断して得られる第一のガラスチョップドストランド１ａの長手寸法Ｌ１の１
．８倍以上でかつ２．２倍以下となるように、長手寸法比率が設定される。従って、例え
ば第一のガラスチョップドストランド１ａの長手寸法Ｌ１が３０ｍｍ以上でかつ８０ｍｍ
以下の範囲に調整される場合、第二のガラスチョップドストランド１ｂの長手寸法Ｌ２は
５４ｍｍ以上でかつ１７６ｍｍ以下となるように調整される。本実施形態のように、第二
のカッターローラ２２に設けられた切断刃１９の円周方向の間隔が、第一のカッターロー
ラ２０に設けられた切断刃１９の円周方向の間隔の二倍であるとき、第二のガラスチョッ
プドストランド１ｂの長手寸法Ｌ２は、第一のガラスチョップドストランド１ａの長手寸
法Ｌ１の二倍に設定される（図２を参照）。
【００５６】
　また、この際、第一切断装置１１及び第二切断装置１２の直下に配設した第一コンベア
１３上に堆積してなるシート状のガラスチョップドストランド１から、ガラスチョップド
ストランド１を１００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシー
ト片に、第二のガラスチョップドストランド１ｂがガラスチョップドストランド１１００
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本に対して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれるように、第一のガラスチョップドス
トランド１ａ及び第二のガラスチョップドストランド１ｂを第一コンベア１３上に落下及
び堆積させる。なお、この際、図示は省略するが、第一コンベア１３の搬送面をネット状
とし、当該搬送面の下方から適当な吸気手段で吸気しながら、第一及び第二のガラスチョ
ップドストランド１ａ，１ｂの分散堆積を行うようにしてもよい。吸気することで、第一
及び第二のガラスチョップドストランド１ａ，１ｂがより均等に第一コンベア１３上に分
散される効果が期待できる。
【００５７】
　上述のようにして互いに異なる二種類の長手寸法に切断されたガラスチョップドストラ
ンド１（第一のガラスチョップドストランド１ａ，及び第二のガラスチョップドストラン
ド１ｂ）は、第一コンベア１３上で、均一に分散した状態でシート状に堆積し、シート状
堆積物３として下流側に搬送される。このシート状堆積物３は、第一コンベア１３の下流
側に配設された第二コンベア１４上に移載されると共に、第二コンベア１４上を移動する
シート状堆積物３に対して、例えばビスフェノール系不飽和ポリエステル樹脂を主成分と
して含む粉粒状の結合剤４を散布する。この際、ガラスチョップドストランド１に対する
結合剤４の付着量が所定の割合（例えば１ｗｔ％以上でかつ１５ｗｔ％以下、好ましくは
８ｗｔ％以上でかつ１６ｗｔ％以下）となるように、結合剤４の散布量を調整して、シー
ト状堆積物３に結合剤４を均等に散布する。
【００５８】
　そして、結合剤４が散布された状態のシート状堆積物３を第二コンベア１４から第三コ
ンベア１５上に移載し、第三コンベア１５の搬送路上に設けた加熱装置１７により、シー
ト状堆積物３を所定温度にまで加熱する。これにより、散布された粉粒状の結合剤４が軟
化溶融し、シート状堆積物３を構成するガラスチョップドストランド１の表面に溶融して
付着した状態となる。
【００５９】
　次いで、加熱済みのシート状堆積物３を加熱装置１７から搬出し、冷却圧延装置１８ま
で搬送することで（例えば冷却圧延装置１８を構成する水冷プレスローラ間を通過させる
ことで）、シート状堆積物３の冷却及びプレスを行う。この冷却圧延作業を行うことによ
って、溶融状態の結合剤４が固化し、結合剤４を介して第一のガラスチョップドストラン
ド１ａ，１ａ同士、又は第一のガラスチョップドストランド１ａと第二のガラスチョップ
ドストランド１ｂが互いに固着した状態となる。また、プレスによりシート状堆積物３が
所定の厚みに成形される。以上より、チョップドストランドマット２が成形される。本実
施形態では、このチョップドストランドマット２をその下流端で巻取ることで、チョップ
ドストランドマット２のロール体７を得る。なお、この際のチョップドストランドマット
２の目付け量は、例えば目付け量で５０ｇ／ｍ2以上でかつ２００ｇ／ｍ2以下に設定され
、好ましくは７０ｇ／ｍ2以上でかつ１６０ｇ／ｍ2以下に設定され、より好ましくは８０
ｇ／ｍ2以上でかつ１２０ｇ／ｍ2以下に設定される。
【００６０】
　以上の工程を経て得たチョップドストランドマット２は、ガラスチョップドストランド
１が、第一のガラスチョップドストランド１ａと、第一のガラスチョップドストランドの
長手寸法Ｌ１の１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法Ｌ２を有する第二のガラスチ
ョップドストランド１ｂとを有するもので、チョップドストランドマット２からガラスチ
ョップドストランド１を１００本以上含む任意のサイズのマット片を切り出した場合に、
このマット片に、第二のガラスチョップドストランド１ｂが１００本のガラスチョップド
ストランド１に対して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれる。従って、当然に、チョ
ップドストランドマット２全体に、第二のガラスチョップドストランド１ｂは、ガラスチ
ョップドストランド１の１００本当たりに１本以上でかつ５本以下の割合で含まれる。
【００６１】
　従って、このチョップドストランドマット２は、図３に示すように、第一のガラスチョ
ップドストランド１ａ，１ａ同士（又は第一及び第二のガラスチョップドストランド１ａ
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，１ｂ）が偏りなく絡み合っており、かつこれらの間の結合点８（接着点）がチョップド
ストランドマット２の表面に均等に分布している。よって、チョップドストランドマット
２全体として均質な構造をなす。
【００６２】
　このように、本発明に係るチョップドストランドマット２の製造方法及び製造装置１０
では、第一コンベア１３上に堆積されるガラスチョップドストランド１が、第一のガラス
チョップドストランド１ａと、第一のガラスチョップドストランド１ａの長手寸法Ｌ１の
１．８倍以上でかつ２．２倍以下の長手寸法Ｌ２を有する第二のガラスチョップドストラ
ンド１ｂとを有するものとした。また、シート状堆積物３からガラスチョップドストラン
ド１を１００本以上含む任意のサイズのシート片を取り出した場合に、このシート片に、
第二のガラスチョップドストランド１ｂが１００本のガラスチョップドストランド１に対
して１本以上でかつ５本以下の割合で含まれるように、第一のガラスチョップドストラン
ド１ａ及び第二のガラスチョップドストランド１ｂを堆積させるようにした。上述のよう
に第二のガラスチョップドストランド１ｂの長手寸法比率及び含有割合を設定することで
、良好な分散効果と、相対的に長手寸法の大きい第二のガラスチョップドストランド１ｂ
が有する補強効果を共に享受することができる。従って、薄肉化により軽量化を図りつつ
も、所要の強度（引張り強さ）を安定的に発揮することのできるチョップドストランドマ
ット２を製造することが可能となる。
【００６３】
　また、上述のように、本発明に係るチョップドストランドマット２を巻き取ってロール
体７とした場合にあっては、ロール体７からチョップドストランドマット２を解舒して引
き出すことで、二次成形体（後述する自動車用天井材など）に使用されるが、この際、上
述のようにチョップドストランドマット２が偏りなく均等な強度（引張り強さ）を有する
ものである場合、引き出し時に、強度的に弱い部分からちぎれ（断裂）が発生する事態を
確実に防止して、円滑な引き出しが可能となる。また、円滑に引き出せるのであれば、ち
ぎれに注意して慎重に引き出さずに済むため、作業性も向上する。
【００６４】
　また、本発明に係るチョップドストランドマット２であれば、十分に軽量かつ高強度で
あるから、例えばチョップドストランドマット２と、図示しない発泡樹脂シートとを備え
、発泡樹脂シートの少なくとも一方の表面にチョップドストランドマット２を貼り合わせ
てなる自動車用天井材として好適に提供することが可能である。
【００６５】
　具体的には、上述した条件で成形したチョップドストランドマット２に、フェノール系
、メラミン系、あるいはイソシアネート系の接着剤を含浸させた後、表皮（自動車の室内
側）、上記チョップドストランドマット２、発泡ポリウレタンシート、上記チョップドス
トランドマット２（表皮側のチョップドストランドマット２と同一種類のチョップドスト
ランドマット２）、及び保護シート（自動車の天井側）を記載順に重ね合わせて積層体を
作成する。然る後、この積層体をプレス装置に投入し、所定の形状にプレス成形した後、
周囲をトリミングすることで、例えばその断面厚み寸法が３ｍｍ以上でかつ３０ｍｍ以下
の自動車用天井材を得る。
【００６６】
　この際、従来のチョップドストランドマットを用いた自動車用天井材であれば、上述の
プレス成形時、シェード等の開口部や深絞りのコーナー部において、ヒケと呼ばれる表面
のしわが生じる欠陥が発生する場合がある。これに対して、本発明に係るチョップドスト
ランドマット２を用いた自動車用天井材であれば、各ガラスチョップドストランド１ａ，
１ｂの均等な分布により、均等な強度（引張り強さ）を発揮することが可能となる。従っ
て、上述したヒケ等の欠陥を生じることなく高品位の自動車用天井材を提供することが可
能となる。
【００６７】
　以上、本発明に係るチョップドストランドマットとその製造方法及び製造装置の一実施
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形態（第一実施形態）を説明したが、このマットとその製造方法及び製造装置は、当然に
本発明の範囲内において任意の形態を採ることができる。
【００６８】
　例えば第一実施形態では、各切断装置１１，１２を構成するカッターローラ２０，２２
として何れも、外周面に同一形状及び同一長さの切断刃１９を円周方向に等間隔に設けた
ものを開示したが、もちろんこれ以外の構成を採ることも可能である。図４はその一例（
本発明の第二実施形態）を示すもので、同図に係る第三切断装置２３は、外周面に複数の
切断刃１９ａ，１９ｂを設けた第三のカッターローラ２４と、第三のカッターローラ２４
と反対方向に回転する弾性ローラ２１とを有する。これら第三のカッターローラ２４と弾
性ローラ２１とがそれぞれ所定の位置に配設されることで、第三のカッターローラ２４と
弾性ローラ２１との間に送り込んだガラスストランド６がケーキ５（図１を参照）から連
続的に引き出されると共に、所定の長手寸法に切断されるようになっている。
【００６９】
　ここで、複数の切断刃１９ａ，１９ｂが、第三のカッターローラ２４の回転軸方向に伸
びる点、及び円周方向に等間隔に配設される点は何れも、第一及び第二のカッターローラ
２０，２２と同じである。一方、第三のカッターローラ２４に設けられた複数の切断刃１
９ａ，１９ｂは、相対的にその長手方向に長い長切断刃１９ａと、長切断刃１９ａよりも
その長手方向に短い（例えば半分程度の長さの）短切断刃１９ｂとに区別される。短切断
刃１９ｂは、長切断刃１９ａに比べて少数であり、例えば図４に示すように、全切断刃１
９ａ，１９ｂ中、１枚又は２枚程度とされる。この場合、例えばガラスストランド６を第
三のカッターローラ２４の回転軸方向ｂにスライドさせるスライド機構（図示は省略）を
設けることで、ガラスストランド６を連続的に引き出しながら、第三切断装置２３によっ
て、切断により得られるガラスチョップドストランド１の長手寸法を切り替えることが可
能となる。
【００７０】
　すなわち、例えば図示しないスライド機構によってガラスストランド６を第三のカッタ
ーローラ２４の回転軸方向ｂに沿って短切断刃１９ｂが設けられた側にスライドさせた状
態（図４中、二点鎖線で示す位置）では、ガラスストランド６は、第三のカッターローラ
２４の全周にわたって等間隔に設けられた長切断刃１９ａと短切断刃１９ｂとにより、常
に一定の長手寸法Ｌ１に切断される。すなわち、第一のガラスチョップドストランド１ａ
のみが得られる。これに対して、ガラスストランド６を第三のカッターローラ２４の回転
軸方向ｂに沿って短切断刃１９ｂが設けられていない側、図４でいえば短切断刃１９ｂの
欠落部位２５を通過する側にスライドさせた状態（図４中、実線で示す位置）では、ガラ
スストランド６は、長切断刃１９ａによってのみ切断され、短切断刃１９ｂによる切断は
回避される。よって、ガラスストランド６が短切断刃１９ｂの欠落部位２５を通過する期
間においては、欠落部位２５を介して相対的に広い間隔で円周方向に隣り合う長切断刃１
９ａ，１９ａにより、第一のガラスチョップドストランド１ａよりも長手寸法の大きい第
二のガラスチョップドストランド１ｂが得られる。ガラスストランド６が短切断刃１９ｂ
の欠落部位２５を通過しない期間においては、ガラスストランド６は、所定の間隔で円周
方向に隣り合う長切断刃１９ａ，１９ａで切断されるので、第一のガラスチョップドスト
ランド１ａが得られる。
【００７１】
　従って、上記構成の第三のカッターローラ２４を用いることで、例えば第二のカッター
ローラ２２を省略し、かつ第一のカッターローラ２０の個数を減らしつつも、本発明に係
る含有割合のシート状堆積物３を形成することができ、これにより製造装置１０のスペー
ス及びコストの削減を図ることが可能となる。
【００７２】
　もちろん、カッターローラの構成は上記実施形態には限られない。必要とされる各ガラ
スチョップドストランド１ａ，１ｂの本数比率（含有割合）に応じて、切断刃１９（１９
ａ，１９ｂ）の形状、本数、各カッターローラ２０，２２，２４の個数、配置順などを適
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宜設定することが可能である。例えば図２に示す第一のカッターローラ２０において、そ
の外周面に設けられた複数の切断刃１９のうち少なくとも一つを取り除いた形態のものを
使用することも可能である。
【００７３】
　あるいは図示は省略するが、予め所定の長手寸法に切断した第一のガラスチョップドス
トランド１ａと第二のガラスチョップドストランド１ｂとを別個に用意し、これら第一及
び第二のガラスチョップドストランド１ａ，１ｂを本発明に係る本数比率に混合したもの
を、第一コンベア１３上にシート状に堆積させるようにしてもかまわない。
【００７４】
　また、以上の説明では、本発明に係るチョップドストランドマットを自動車用天井材に
適用した場合を例示したが、もちろんこれ以外の用途に適用することも可能である。例え
ば天井材以外の自動車用内装材に適用することも可能であり、その他にも、電子工業等の
各種精密ハウジング構成体や建築用材料、工業用途の各種構成部材など、種々の繊維強化
複合材の補強用途として好適に適用が可能である。
【実施例１】
【００７５】
　以下、本発明に係るチョップドストランドマット、及びこのチョップドストランドマッ
トを備えた自動車用天井材の性能評価についての実験内容を説明する。
【００７６】
　まず、表１に示すように、本発明の実施例である試料Ｎｏ．１から試料Ｎｏ．５、並び
に比較例である試料Ｎｏ．６と試料Ｎｏ．７に係る、計七種類のチョップドストランドマ
ットを作成した。具体的には、共にＥガラスで形成される第一のガラスチョップドストラ
ンドと第二のガラスチョップドストランドのうち、第二のガラスチョップドストランドの
長手寸法Ｌ２を、表１に示すように、第一のガラスチョップドストランドの長手寸法Ｌ１
の１．８倍以上でかつ２．２倍以下とし、かつ、第一のガラスチョップドストランドと第
二のガラスチョップドストランドとからなるガラスチョップドストランド１００本に対し
て第二のガラスチョップドストランドが１本以上でかつ５本以下の割合で含まれるチョッ
プドストランドマット（試料Ｎｏ．１～試料Ｎｏ．５に係るチョップドストランドマット
）と、各ガラスチョップドストランドの長手寸法比及び含有割合の少なくとも一方が上記
範囲から外れるガラスチョップドストランド（試料Ｎｏ．６及び試料Ｎｏ．７に係るチョ
ップドストランドマット）をそれぞれ作成した。上記各試料に係るチョップドストランド
マットのストランド番手Ｓｃ［ｔｅｘ］、目付け量［ｇ／ｍ2］、結合剤の付着量［ｗｔ
％］、及び引張り強さ［Ｎ］はそれぞれ表１に示す通りである。
【００７７】
　このうち、ストランド番手Ｓｃ［ｔｅｘ］の測定は、以下の手順で行った。まず各試料
に係るチョップドストランドマットを６２０℃で３０分間加熱（して結合剤を焼却）した
後、各チョップドストランドマットからガラスチョップドストランドを５０本抜き取り、
その平均長手寸法Ｌ［ｍｍ］を測定すると共に、感量が０．１ｍｇ以下の秤で、抜き取っ
た全てのガラスチョップドストランドの総質量Ｗ［ｇ］を測定した。最後に、下記の数式
１に基づきストランド番手Ｓｃ［ｔｅｘ］を算出した。なお、ストランド番手Ｓｃ［ｔｅ
ｘ］は、ストランドの長手寸法１０００ｍ当たりのグラム単位での質量で表されるため、
数式１では、平均長手寸法Ｌの単位をミリメートル［ｍｍ］からメートル［ｍ］に換算し
ている。
【００７８】
【数１】

【００７９】
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　また、結合剤の付着量の測定は、以下の手順で行った。まず、ＪＩＳ　Ｒ３４２０（２
００６）に準拠して各試料に係るチョップドストランドマットの強熱減量を計測する。次
に、各試料の作成に使用したガラスストランドケーキの強熱減量を上記と同一の方法で計
測する。そして、各試料に係るチョップドストランドマットの強熱減量から対応するガラ
スストランドケーキの強熱減量を差し引くことで、最終的に各試料に係るガラスチョップ
ドストランドにおける結合剤の付着量（質量％）を算出した。
【００８０】
　また、引張り強さの測定は、以下の手順で行った。まず各試料に係るチョップドストラ
ンドマットから幅１５０ｍｍ、長さ３００ｍｍのマット片を幅方向に８枚、及び長さ方向
に５列採取し、採取した各マット片を引張り試験片とした。次に、各試験片の引張り強さ
試験をＪＩＳ　３４２０（２００６）に準拠して、チャック間距離２００ｍｍ、引張り速
度２００ｍｍ／ｍｉｎの条件下で実施することで、引張り強さ［Ｎ］を得た。表１には、
引張り強さの平均値と標準偏差を示している。
【００８１】
　このようにして各試料に係るチョップドストランドマットを作成し、各特性の評価を行
った後、各チョップドストランドマットを有する自動車用天井材（各試料）を作成する。
その手順を以下に示す。まず、各試料に係るチョップドストランドマットにイソシアネー
ト系の接着剤を含浸させた後、表皮（自動車の室内側）、上記チョップドストランドマッ
ト、発泡ポリウレタンシート、上記チョップドストランドマット（表皮材側のチョップド
ストランドマットと同一種類のチョップドストランドマット）、及び保護シート（自動車
の天井側）を記載順に重ね合わせて積層体を作成する。然る後、この積層体をプレス装置
に投入し、所定の形状にプレス成形した後、周囲をトリミングすることで、各試料に係る
自動車用天井材を得た。
【００８２】
　また、以上のようにして作成した各試料に係る自動車用天井材の品質（ちぎれ、ヒケ）
を評価した。すなわち、上記自動車用天井材をプレス成形するに際して、ロール状に巻き
取った状態のチョップドストランドマットを引き出す際にちぎれ（断裂）が生じた回数と
、自動車用天井材のプレス成形後に各試料の表皮側にヒケが発生した数量を目視により計
測した。結果を表１に示す。
【００８３】
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【表１】

【００８４】
　表１に示すように、本発明に係る組成（各ガラスチョップドストランドの長手寸法比、
含有割合）を有するチョップドストランドマットによれば、安定した引張り強さ（引張り
強さの平均値：１７５～１９０Ｎ、標準偏差：４０～４５）を示すことが判明した。また
、本発明に係るガラスチョップドストランドを備えた自動車用天井材によれば、ちぎれの
発生もほとんどないことから、強度不足を懸念することなく軽量化（薄肉化）が可能にな
ることが判明した。加えて、本発明に係るプレス成形品（自動車用天井材）によれば、そ
の表面にヒケが認められなかったことから、優れた外観品位を有することが判明した。
【符号の説明】
【００８５】
１，１ａ，１ｂ　ガラスチョップドストランド
２　　　チョップドストランドマット
３　　　シート状堆積物
４　　　結合剤
５　　　ケーキ
６　　　ガラスストランド
７　　　ロール体
８　　　結合点
１０　　チョップドストランドマットの製造装置
１１　　第一切断装置
１２　　第二切断装置
１３　　第一コンベア
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１４　　第二コンベア
１５　　第三コンベア
１６　　散布装置
１７　　加熱装置
１８　　冷却圧延装置
１９，１９ａ　切断刃（長切断刃）
１９ｂ　短切断刃
２０，２２，２４　カッターローラ
２１　　弾性ローラ
２３　　第三切断装置
２５　　欠落部位
Ｓ１　　堆積工程
Ｓ１１　第一切断堆積工程
Ｓ１２　第二切断堆積工程
Ｓ２　　成形工程
Ｓ２１　散布工程
Ｓ２２　加熱工程
Ｓ２３　冷却圧延工程

【図１】 【図２】

【図３】
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